
Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

パ 不 ル『宗教研究』86巻 4 輯 （2013年）

し

か

し
、

そ
の

業
務
は

逸
脱
し
て

い

た

可
能
性
が

あ
る

。

 
宗
教
団
体
法

が

本
土

復
帰
ま
で

存
続
し
て

い

た

事
実
も
含
め
、

沖
縄
の

宗
教
制
度
に

つ

い

て

語
ら

れ
る

こ

と

が

な
か
っ

た

の

は

何
故
な

の

か
、

未
だ
に

疑
問
で

あ

る
。

終
戦
直
後
に

は

占
領
軍
に

よ

る
改
革
へ

忙
殺
さ
れ

て

い

た

こ

と

は

理

解
で

き
て

も、

復
帰

後
に

お

い

て

も、

対
応
実
務
に

携
わ
っ

た

諸
兄
か
ら

も
聞
く
こ

と
は
な
か
っ

た
。

沖
縄
の

抱
え
る
諸
問
題
へ

の
、

我
々

自

身
の

認
識

不
足、

鈍
感
さ
を
改
め

て

反

省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

琉
球
政
府
立

法
院
の

宗
教
法
人
法

参
考

案

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

大

澤
　
広
嗣

　

本
報
告
は

、

琉
球
政
府
立
法
院
の

第
四

f
回
定

例
議
会
に

て

勧
告
さ
れ

た

宗
教
法
人
法
の

立

法、

及
び

勧
告
理

由
書
に

添

付
さ
れ
た

宗
教
法
人
法

参
考
案
に

つ

い

て

論
じ
る

も
の

で

あ
る

。

　

米
軍
施
政
権
下
の

琉
球
政
府
で

は
、

本
土
で

廃
止
さ

れ
た

宗
教
団
体
法

（
昭
和
十
四

年
法
律
第
七

十
七

号）

並
び
に

宗
教
団

体
法
施
行

令
（
昭
和

十
四
年
勅
令
第
八
百
五

十
六
号）

及
び

宗
教
団
体
法
施
行
規
則
（

昭
和
十

五

年
文
部
省
令
第
一

号）

を
適
用
し
て

宗
務
行
政

を
行
っ

て

い

た
。

日
本

国
憲
法
第
二

十
条
に

準
じ
て

、

琉
球
政
府
章
典
（

一

九
五

二

年
米
国
民
政

府

布
令

第
六
十
八
号）

の

第
六
条
に

は

「

信
教
の

自
由
は
、

何
人
に

対
し

て

も
こ

れ
を

保
障
す
る
」

と

記
さ
れ
て

い

た
が、

大
日
本
帝

国
憲

法
を
根

拠
に

制

定
さ
れ

た
宗

教
団
体
法
は

、

監
督
規
定
が

多
く
運
用
に

支

障
が

あ

っ

た
。

宗
務

行
政
を

所
掌
す
る

琉
球
政
府
文
教
局
で

は
一

九
六
〇

年
代
初

頭
よ

り
宗
教

法
人

法
の

立

法
に

向
け
て

調
査
を
始
め
た

が、

立

法
院
で

の

立

法
に

は

至
ら

な
か
っ

た
。

初
の

卞

席
公
選
で

無

所
属
の

野

党
統
一

候
補

と

し
て

当
選

し
た

屋

良
朝
苗
が
、

一

九
六
八

年
十
二

月
に

第
五

代
行
政
主

席
と

な
っ

た

直
後
に

状
況
が

動
い

た
。

　
第
四

十
回

定
例

議
会
（

一

九
六
九
年
二

月
−

八
月）

の

開
会
期
間
中
の

同
年
三

月
十

日
付
で
、

行
政
主
席
の

屋
良
朝
苗
は、

立

法
院
議

長
の

星

克

に

対
し
て

宗
教
法
人
法
の

立
法
勧
告
を
行
っ

た
。

受
理
し
た

議

長
は

、

本

案
件
を
文
教
社
会
委
員
会
（
八
人）

に

付
託
し
て、

同
月
十
八

日
の

委
員

会
で

「

宗
教
法
人

法
（

勧
告
）

」

が
議

題
と

な
っ

た
。

同
日
は

参
考
人
と

し
て

琉
球
政

府
文
教
局
か
ら

指
導

部
長、

同
部
社
会
教
育

課
長

、

同
課
教

育
指

導
主

事
の

三

人
が
招
致
さ
れ
た

。

委
員
会
で

は、

資

料
と

し
て

勧
告

理
由
書
と

宗
教
法
人
法

参
考

案
が

配
布
さ
れ
た

が、

全
十

章
八

十
七

条
か

ら
な
る

参

考
案
は
、

全
十
章
八

十
九

条
の

本
土
の

宗
教

法
人

法
（

昭
和
二

十
六

年
法

律
百
二

卜
六

号
）

の

施
行
当
時
と
ほ

ぼ

同
じ
内

容
で

あ
っ

た
。

参
考
人
か
ら
勧

告
理
由
と
し

て
、

宗
教
団
体
法
は
信

教
の

自
由
が
制
限
さ

れ
、

早
期
に

立

法
し
た
い

旨
が
説
明
さ

れ

た

後
に

、

委
員
で

あ
る
沖
縄
自

由
民
主

党
や

沖
縄
社
会
大
衆
党
な
ど

の

立

法
院

議
員
か
ら

質
疑
応
答
が
あ

っ

た
。

同

年
八

月
に

第
四

十
回
定
例
議
会
が

終
了
し
た
が
、

宗
教
法
人
法

の

立

法
調
査
は

議
会
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
し

て

決
定
し

た
。

文
教
社
会

委
員
会
で

は

議
員
四
人
を
本
土
に

派
遣
し
て
、

宗
教
法
人
法
の

実
状
を
調

査
し

た
。

第
四

十
二

回

定
例

議
会
（
一

九
七

〇

年
二

月
ー

八

月
）

で
、

「

宗
教
法
人

法
（
立

法
調
査
）
」

が

案
件
と

な
り、

文
教
社
会
委
員
会
に

付

託
さ
れ
た

が、

開
会
中
に

は

審
査
を
行
う
に

至
ら

ず、

審
査
未
了
で

廃
案

と

な
っ

た
。

筆
者
の

聴
取
調
査
に

よ
れ
ば

、

あ
る

関
係
者
は

、

本
土

復
帰

が
近
い

こ

と

も
あ
り、

立

法
院
の

多
数
派
は
、

宗
教
法
人

法
の

立

法
に

積

極
的
で

は

な
か
っ

た
と

証
言
す
る

。

　
立

法
院
で

の

法
案
の

廃
案
後

、

文
教
局
で

は

宗
教
団
体

法
に

基
づ

く
宗

教
法
人
の

切
換
措
置
に

つ

い

て
、

日
本
国
政
府
と

の

問
で

連
絡

調
整
を
進
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め

た
。

一

九
七
一

年
三

月
の

立

法
院
決
議
第
七

号
「

沖
縄
の

復
帰
対
策
に

関
す
る

要
請
決
議
」

に

て
、

「

現
に

宗
教
団
体
法
に

よ
っ

て

認
可
さ
れ

た

法
人
は
、

本
土
法
に

よ

る

宗
教
法
人
と

な
る

よ

う
に

所
要
の

経
過
措
置
を

講
ず
る

こ

と
」

と

明
記
さ

れ

た
。

そ
れ

を

受
け
て

日
本
国
政
府
で

は
、

同

年
三

月
の

閣
議
決
定
「

沖
縄
復
帰
対
策
要
綱
（
第
二

次
分
）

」

に

て、
「

復

帰
の

際
現
に

沖
縄
の

法
令
に

よ

り
宗
教
法
人
で

あ
る
宗
教
団
体
に

つ

い

て

は、

本
土
の

宗
教
法
人

法
に

よ
る

宗
教
法
人
と
み

な
す
」

と
し

た
。

右
記

の

経
過
を

経
て
、

沖
縄
の

復
帰
に

伴
う
特
別
措
置
に

関
す
る

法
律
（
昭
和

四

十
亠

ハ

年
法

律
第
百
二

十
九

号）

の

第
四
十
七

条
に、
「

沖
縄
の

宗
教
団

体

法
〔
略
〕

に

基
づ

く
法
人
で

あ
る

宗
教
団
体
〔

略
〕

は
、

そ

れ
ぞ
れ

、

宗
教

法
人
法

〔

略
〕

に

基
づ

く

宗
教

法
人
と

な
る
」

と

規
定
し

て
、

公
布

さ
れ
た
の

で

あ
る

。

　

琉
球
政
府

文
教
局
で

は
、

早
く
か
ら

宗
教

法
人

法
の

立

法
を
想
定
し
て

い

な
が
ら

、

結
局
は
成
立

し
な
か
っ

た

の

は
、

信
教
の

自
由
に

基
づ

く
同

法
の

趣
旨
が
立
法
院
で

は

理
解
さ
れ
て

い

な
か
っ

た

か
ら
で

あ
ろ

う
。

文

教
局
が
立

法
を
準
備
し
て

い

た

こ

と

は
、

信

教
の

自
由
に

対
応
す
る

法
規

の

整
備
を

志
向
し
て

い

た

と

意
義
付
け
で

き
る

。

立

法
院
で

審
査
さ
れ
た

宗
教
法
人
法
参
考
案
は

そ
の

所
産
で

あ
る

。

本
土
復
帰
に

よ

る

墓
地

、

埋
葬
等
に

関
す
る

法
律
の

適

用
と
現
代
的
課
題

　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

村
上
　
興
匡

　

沖
縄
に

は

洗
骨
習
俗
や

亀
甲
墓

な
ど

独
特
の

墓
慣
習
が

存
在
し、

墓
地

に

関
す
る

法
律
の

運
用
も

本
土
と
は

異
な
っ

た
も
の

で

あ
っ

た
。

沖
縄
に

お

け
る

墓

地
経
営
の

主

体
は
、

市
町
村、

財
団
法
人
や
宗
教
法
入、

門
中

や

ム

ラ
、

個
人
が

あ
る

が
、

現
在
も
経
営
認
可
件
数
の

大
部
分
は

個
人

経

営
の

墓
地
で

あ
る

。

戦
前
に
お

い

て

も、

墓

地
及
埋
葬
取
締
規
則
が
適
応

さ
れ
た

が
、

墓
地
及
埋

葬
取
締
規
則
施
行
細
則
に

よ

っ

て

墓
地
の

大
き
さ

や
個
人
所
有
な
ど

沖
縄
独
特
の

慣
習
へ

の

配
慮
が

な
さ
れ

た
。

墓
新
築
の

許
可
申
請
件
数
は

、

一

九
八

二

年
に

初
め

て

百
を

超
え

、

九
三

年
以
降
は

毎
年
三

百
件
を

超
え
て

い

る
。

個
人
墓
地
は
一

代
限
り
で
、

継
承
に
は

許

可
を

取
り

直
す
必

要
が

あ
る

が、

四

〇

％

近

く
の

入

は
そ

れ
を

知
ら

な

い
。

　
一

九
五

〇

年
に

定
め

ら
れ

た
那

覇
市
の

都
市
計
画
で

は
、

個
人
墓
の

公

営
墓

地
を

設
置
し

、

既
存
の

墓
地
を

整
理
し
て

市
街
地
と

し
て

整
備
す
る

こ

と
が

定
め

ら
れ

た
。

狭
い

市
域

内
で

は

公

営
墓

地
の

確
保
が

厳
し
く

、

他
市
町
村
に

協
力
を

求
め
な
い

と

難
し
い

が
、

各
市
町
村

営
墓
地
の

整
備

も
進
ま

ず
、

個
人
墓
の

設

置
を
認
め
ざ
る

を

得
な
い

の

が

実
情
と
な
っ

て

い

る
。

二

〇

〇
〇

年
に

「

沖
縄

県
墓
地
公
園

整
備
基

本
指

針
」

が

策
定
さ

れ、

市
町

村
に

よ

る

公

営
墓
地
の

整
備
を
基

本
と
し

て

促

進
す
る

と
と
も

に、

個
人
墓
地
を
公
益
法
人
や

宗

教
法
人
が

管
理

す
る

墓
地
に

集
約
し

て

ゆ

く
こ

と
が
目
指
さ
れ
た

。

　
本
土

復
帰
以
降

、

葬
祭

業
者
に
よ
る

葬
儀

補
助
や

仏
教

式
葬
儀
が、

都

市

部
を
中
心
に

行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る

。

そ
れ
と
と
も
に

寺
院
境
内
の

墓

地、

納
骨
堂
が
増
加
し
た

。

土
地
を
宗
教
法
人
や
公
益
法
人
が
所

有
し

使

用
権
を
販

売
す
る

管
理
型
霊
園
を
沖
縄
に

お
い

て

最
初
に

作
っ

た
の

は
、

株
式
会
社
ヤ
シ

ロ

で

あ
る

。

九
三

年
に
管
理
型
墓
地
コ

ザ
中
央
霊
園
を
首

里
の

達
磨
寺
管
理
の

形
で

開
設
し
た

。

九
四

年
に
公
益
法
人
沖
縄
メ

モ

リ

ア

ル

整
備
協
会
を

設
立

し、

沖
縄
各
地

に

管
理
型

霊

園
を

開
設
運

営
し

た
。

九
二

年
当
時、

そ
の

他
の

民
間
の

墓
地
管
理
財
団
法
人
は

沖
縄
墓
地

公
園
管
理
協
会
だ
け
で

あ
っ

た

が、

そ
の

運
営
の

仕
方
は
、

土
地
を

分
筆
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